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精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領の制定について 

 

 

 精神保健指定医の新規申請等に係る事務については、「精神保健指定医の新規

申請等に係る事務取扱要領について」（平成 22 年障精発 0208 第２号厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知。以下「現行通知」という。）

により行われてきたところであるが、今般、「精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律第 18条第１項第３号の規定に基づき厚生労働大臣が定める精神障害及び

程度」（昭和 63 年厚生省告示第 124 号）の一部改正に伴い、精神保健指定医の新

規指定に係る事務の適切な実施の観点から、現行通知を廃止し、別紙のとおり新

たに制定することとしたので、適切な運用に努められるとともに、精神保健指定

医等関係者に対しても周知徹底方お取り計らい願いたい。 

ただし、本通知は平成 31 年７月１日以後の申請について適用し、同日前の申請

については、なお従前の例による。 

 

 


